様式１－１（第５条）

要介護認定調査　委託契約仕様書

1 委託件名
要介護認定調査業務委託（指定居宅介護支援事業者等）

2 業務内容
要介護認定における調査（被保険者に面会し心身の状況、置かれている環境、その他厚生労働省令で定める事項についての聞き取り）を実施し、その結果を指定した様式にまとめ報告する。

3 実施方法
(1) 委託者は、受託者に対し、調査対象者を通知するため、訪問調査依頼書（横浜市介護保険関係申請・通知等事務取扱要綱（平成２１年９月２５日健介第１０１４号）第１８号様式、以下同じ。）又は、依頼書に代わるデータ一覧等を送付するものとする。
(2) 前項の通知に基づき、受託者は速やかに当該調査対象者の調査を実施し、その結果を委託者に対し報告するものとする。なお、その報告方法及び様式は委託者の指示に従うものとする。
(3) 要介護認定調査の実施にあたっては、「認定調査票記入の手引き」（平成２１年９月３０日老老発第０９３０第２号厚生労働省老健局老人保健課長通知）に基づき行うものとする。

4 委託期間
本契約の期間は、令和７年４月１日から令和８年３月31日までとする。

5 調査対象者
横浜市要介護認定調査の実施に関する要綱（平成１５年３月３日福介第１１８０号、以下「要綱」という。）に基づき、委託者が、訪問調査依頼書により指定した者とする。

6 委託料単価
(1) 調査の委託料単価は、１件あたり５，０００円とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合の調査は、１件あたり３，９００円とする。
1 地域密着型介護老人福祉施設・介護保険施設に入所している者を当該地域密着型介護老人福祉施設・介護保険施設が調査する場合
2 地域密着型介護老人福祉施設・介護保険施設と同一敷地内、又は当該施設に隣接もしくは近接する敷地にあり、かつ相互に職員の兼務や施設の共用等が行われている指定居宅介護支援事業者等が調査する場合
3 介護保険施設以外の病院、施設に入院・入所している者を、当該施設と同一敷地内における指定居宅介護支援事業者等が調査する場合
4 介護保険施設以外の病院、施設に入院・入所している者を、当該施設に隣接もしくは近接する敷地にあり、かつ相互に職員の兼務や施設の共用等が行われている指定居宅介護支援事業者等が調査を実施する場合
(2) 前項で規定する金額に加えて、消費税及び地方消費税相当額を別途支払うものとする。
(3) 前項の消費税及び地方消費税相当額について、消費税法（昭和63年法律第108号）等の改正等によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約代金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。

7 調査に従事する者
調査実施施設で調査に従事する者は、指定居宅介護支援事業所、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設または地域包括支援センターに所属する介護支援専門員（同一施設内の兼務辞令発令者を含む。）で、認定調査員新規研修（調査日時点の調査項目等に対応したもの）を修了し、かつ「要介護認定調査従事職員名簿（別紙１）」によりあらかじめ委託者に届出をした者（以下、「研修修了介護支援専門員」という。）とする。なお、第４条で定めた委託期間内に、研修修了介護支援専門員の異動があった場合は、受託者は直ちに「要介護認定調査従事職員名簿」を再提出しなければならない。

8 受託者の義務
(1) 受託者は、前条に定める研修修了介護支援専門員に調査を行わせなければならない。
(2) 受託者は、調査を実施する研修修了介護支援専門員に、調査にあたっては、調査を適正に実施するために、受託事業所に所属することを証する身分証明書等を携帯させ、調査対象者又はその立会い者等にこれを提示させなければならない。
(3) 受託者は、原則として、委託者が訪問調査指示書により定める期日までに、当該調査を実施した研修修了介護支援専門員に認定調査票（概況調査、基本調査、及び特記事項をいう。以下同じ。）を作成させ、これを委託者に提出し、検査を受けなければならない。なお、提出にかかる経費は、受託者の負担とする。
(4) 受託者は、次の理由により再度調査を命ぜられた場合には、直ちに再調査を実施し、委託者の定める期日までに調査結果を報告し、再検査を受けなければならない。
1 委託者の検査の結果、調査内容等に不備等があり、再調査が必要と判断されたとき
2 横浜市介護認定審査会において、再調査が必要と判断されたとき
3 横浜市介護認定審査会実施前に受託者から再調査の申し入れがあり、委託者が認めたとき
(5) 受託者は、調査を受託するのに必要な人員及び移動手段等を確保し、調査に伴う事務経費等を負担するものとする。
(6) 受託者は、毎月受託業務の進捗状況を把握し、委託料の請求を行わなければならない。
(7) 受託者は、研修修了介護支援専門員について、各自治体等が主催する認定調査員現任研修受講の機会を確保し、もってその資質の向上に努めるものとする。
(8) 受託者は、受託業務に関する書類を整備、保存しなければならない。
(9) 受託者は、委託者から、調査の結果について疑義が生じる等により、調査結果の内容等について確認等を求められたときは、正確かつ迅速に対応しなければならない。なお、委託者は、調査結果の確認等に係る事務を受託者以外の法人等（以下「認定事務センター」という。）に委託することができる。この場合において、受託者は、認定事務センターからの確認等を求められたときは、正確かつ迅速に対応しなければならない。
(10) 受託者は、自らが実施した調査の結果等により決定された要介護認定に対して、当該調査対象者から行政不服審査法に基づく審査請求が提起され、調査結果の内容等について審査庁から調査等を求められたときは、正確かつ迅速に対応しなければならない。

9 委託料の支払い
(1) 受託者は、毎月末（契約期間が２か月未満の場合は、受託業務の終了時）までに完了し委託者の確認を受けた完了分のうち、受託者が当該完了分にかかる委託料の請求を行なっていないものについて、翌月１日以降に、（契約期間が２か月未満の場合は、受託業務の終了後直ちに）、委託者に請求するものとする。
(2) 委託者は、受託者からの適正な請求書を委託者が受理した日から３０日以内に、委託料を受託者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(3) 前条第４項各号に規定する再調査により、同一の対象者に複数回調査を実施した場合でも、委託料の支払いは増額しないものとする。

10 権利義務の譲渡等の制限
受託者は、本契約に生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、もしくは継承させ、又はその権利を担保　
に供してはならない。

11 営利目的行為の禁止
受託者は、受託業務の遂行に当たって、サービス提供の勧誘や予約・斡旋等を行ってはならない。

12 個人情報を取り扱う際の基本的事項
受託者は、本業務による事務を処理するための個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。

13 目的外使用の禁止
(1) 受託者は、この受託業務により知り得た個人情報を当該業務処理のため以外に使用してはならない。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りでない。
1 受託者が当該調査対象者と居宅介護支援契約を締結しており、かつ介護保険法第４６条４項に基づく届出が委託者にされているときであって、受託者が、居宅サービス計画作成に資するために、当該調査対象者の調査結果を参照しようとするとき。
2 受託者が当該調査対象者と介護予防支援契約を締結しており、かつ介護保険法第５８条４項に基づく届出が委託者にされているときであって、受託者が、介護予防サービス計画作成に資するために、当該調査対象者の調査結果を参照しようとするとき。
3 受託者が指定居宅介護支援事業者として、当該調査対象者と指定介護予防支援事業者との三者の間で介護予防支援契約を締結しており、かつ当該指定介護予防支援事業者から介護保険法第５８条４項に基づく届出が委託者にされているときであって、受託者が、介護予防サービス計画作成に資するために、当該調査対象者の調査結果を参照しようとするとき。
4 受託者が当該調査対象者と施設入所契約を締結しているときであって、受託者が施設サービス計画作成に資するために、当該調査対象者の調査結果を参照しようとするとき。
(2) 前項各号の規定により、調査結果を利用する場合は、受託者は、このことについて、あらかじめ文書により当該調査対象者の同意を得なければならない。ただし、介護保険（要介護・要支援）認定申請書（横浜市介護保険条例施行規則第４６条様式１５）により、調査対象者の同意が得られている場合はこの限りでない。

14 複写、複製の禁止等
(1) 受託者は、受託業務を処理するにあたって委託者に提出するために受託者が収集し、作成した認定調査票及びその他個人情報が記録された資料等（以下「認定調査票等」という。）を、受託業務に係る義務の履行又は前条第１項各号に定める目的により必要であると判断する場合を除き、複写及び複製してはならない。
(2) 受託者は、前項の規定により複写、複製した認定調査票等を利用する必要がなくなった場合は、速やかに委託者に引き渡さなければならない。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。

15 調査対象者等からの問合せ等への対応及び報告
(1) 受託者は、当該調査に関する調査対象者等からの問合せや苦情等に対して、迅速かつ適切に対応しなければならない。この契約を終了し、又は解除された後においても同様とする。
(2) 受託者は、前項に基づく対応の結果を、速やかに委託者に報告し、その指示に従わなければならない。
1
